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要　　旨

神経発達症児等の支援として、学校等への訪問支援、コンサルテーションが行われている。本稿で
は、著者が行ってきた特別支援教育における巡回相談、長崎大学子どもの心の医療・教育センターの
取り組みの内容を紹介し、今後の課題について述べる。

著者が行った巡回相談では、学校から、授業中の観察と支援方法提案、保護者の相談、保護者へのア
ドバイス、個別検査、保護者及び教師への講話、等の依頼があり、対応した。これらを通して、巡回相
談では、子どもの普段の行動を見て特性をとらえることができたり、医療機関につながりにくい子ど
もへの支援ができたり、教師と話をすることで子どもの普段の様子を把握できたり、学校内の環境要
因の改善につなげられたりする等の利点があると考えられた。

我々の調査では、保育園等に多くの神経発達症の可能性がある子どもがいることが示され、普段子
どもを取り巻く人の理解と支援を促すことは重要であることが示唆された。そのため、長崎大学子ど
もの心の医療・教育センターでは、訪問支援やeラーニングによる保育士、教師、療育関係者等への講
義の配信を行っている。

ここで紹介する巡回相談等のアウトリーチ支援や子どもを取り巻く人への専門的知識の提供は神経
発達症児の支援において、重要と考えられる。今後、このような取り組みに精神医学の専門家が参与
することが望ましいと考える。

はじめに
文部科学省によると、学習面、行動面、対人関係で著しい問題を持つために特別な支援を要する子ど

もが通常学級の中に6.5%いることがわかっている（文部科学省, 2012）。特別支援学級在籍児は2021
年度には小中学校全児童の3.1%で、2010年度の2.1倍、通級指導教室利用児は2021年度には小中学校
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全児童の1.4%で、2009年度の2.5倍と大幅に増えている。
6～9歳の子どもに関する質問紙を使った調査で、注意欠如・多動症（attention deficit hyperactivity 

disorder：ADHD）が6.3%、自閉スペクトラム症（autism spectrum disorder：ASD）が1.9%、限局性学
習症（specific learning disorder：SLD）が3.0%にその可能性があったことが報告されている（Kita et 
al., 2020）。このような神経発達症児の多さから、医療機関を受診するまでの時間がかかる問題が起こ
っている。長野県の神経発達症診療の専門性を持つ医療機関での初診までの待機は中央値で3ヶ月（樋
端, 2020）で、地域によっては1年のところもあり、医療機関での支援を受けるまでに時間がかかる現
状がある。

このようなことから、医療機関等の神経発達症の専門機関で支援を行うだけでなく、学校等におけ
る支援、いわゆる特別支援教育の充実が必要と言える。　

著者は特別支援教育における巡回相談を行ってきた。そこから見えてきた現状と課題について述べ
る。

Ⅰ．特別支援教育における巡回相談
（1）巡回相談とは

特別支援教育体制の中で、学校で校内支援体制を整備するとともに巡回相談員、盲・聾・養護学校の
教員等専門知識を有する教員、スクールカウンセラー等心理学の専門家等による支援体制を整備する
ことが謳われた（文部科学省, 2010）。このような指針に基づいて、特別支援教育の推進の中で、学校外
の専門家による訪問支援である巡回相談を活用できる体制が各地域で作られてきた。

巡回相談のシステムは地域によって若干異なるが、通常は学校長が教育委員会に巡回相談員の派遣
を依頼し、教育委員会から巡回相談員に派遣依頼がなされる。巡回相談員は依頼があった学校に出向
き、相談に応じる。文部科学省のガイドラインにおいて挙げられている巡回相談員の役割は、次のよ
うな内容である。

•対象となる児童生徒や学校のニーズ把握と指導内容・方法に関する助言
•校内における支援体制づくりへの助言
•個別の指導計画の作成への協力
•専門家チームと学校をつなぐこと
•校内での実態把握の実施への助言
•授業場面の観察　等

巡回相談員は特別支援学校のコーディネーター、教育センターの指導主事や教育相談員等教育関係
者が実施していることが多いが、地域によっては心理専門職、言語聴覚士、作業療法士等もこの役割を
担っている。

著者の場合、巡回相談は依頼があった学校に単独で訪問し、1回3時間程度で対応している。現在、
長崎市では6人の巡回相談員が合計で延べ年100回程度支援を行っている。

（2）著者が行ってきた巡回相談
著者は教育委員会からの委嘱を受け巡回相談を実施してきた。著者が8ヶ月間で行った巡回相談の
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内容とそれぞれの件数を表1に示す。

表1　学校から受けた依頼

①授業中の子どもの観察と教師への教育方法の提案
子どもの普段の学習場面を観察して、問題点を把握し、担任にその説明を行った。そして、今後の対

応についての提案をした。この中では教師が心配している子どもが、神経発達症の特性を有するか否
かの判断を求められることもあった。
②保護者の相談、保護者へのアドバイス

子どものことで悩みを抱えている保護者の相談に応じたり、学校からの依頼で保護者と面談をした
りした。子どもに神経発達症がある可能性や特別支援教育を受ける必要性について保護者への伝達を
学校から依頼されることが多かった。53件の相談において、20件は医療機関を紹介した。
③個別評価

知能検査等を行い、子どもの示す問題の背景を分析したり、その結果に基づき教師に特別支援の方
法について提案したりした。また、結果を保護者に説明し、特別支援教育の必要性について理解を促
した。
④保護者や教師への講話

神経発達症に関する基本的情報や支援方法、特別支援教育の重要性についての講話を行った。講話
内容は、教師や保護者が、神経発達症がある子どもをどのように支援すればよいかについての説明を
依頼されることが多かった。また、特別支援教育に対する保護者の偏見をなくしたいという学校側の
意向に基づいて講話をすることもあった。

（3）巡回相談の利点
医療従事者は通常病院で診察に来る子どもの評価・治療を行うが、生活や教育の現場への訪問支援

をすることの利点もあると考える。これまでに受けた教師からのフィードバック及び自身の経験か
ら、医療従事者が巡回相談を行うことの利点を挙げてみる。

1）普段の行動を見て特性をとらえることができる
軽度のADHD児や知的に遅れがない高機能ASD児の中には、学校等の刺激が多い環境や同級生と

の対人交流場面では大きな問題が見られるものの、診察場面等、大人と1対1の関係になると問題が見
られない子どもがいる。そのような子どもは医療機関でも、診断が難しいことがある。教師が、学校
で行動や対人関係の問題が起こっていることを保護者に伝え、医療機関に行ってもらったもののそこ
では神経発達症の行動特性が現れなかったため、診察した医師からは神経発達症の診断がつくか否か
判断できないと言われることも時にある。このような時、保護者は子どもに全く神経発達症特性はな
いと思うことになるうえ、病院に行くことを勧めた教師に不信感を持ってしまうこともある。
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著者の経験上、軽度の神経発達症児は診察室の様子だけ見ても、その症状が明らかにならないこと
が多い。著者が巡回相談で観察した子どもが、毎時間授業中に離席し、頻繁に他の子どもにちょっか
いを出していたのに、病院の検査時には全く行動の問題を示さなかった例もある。学校からの情報が
なく、保護者が子どもの行動等を心配していない場合、神経発達症の診断を確定して保護者に伝える
ことは難しくなる。

金原（2017）は、神経発達症の診断は、生活の場での困難さの評価が重要なので、集団の場（保育園や
学校）からの情報がなければ、どのような精度の高い評価尺度を用いても、精度の高い診断は困難であ
ると述べている。仮に医師が学校の普段の生活の中で子どもを診ると、子どもの普段の姿が観察でき
るのに加え、教師から普段の様子を伺うこともできるため、診断がしやすくなりその精度が上がると
考えられる。医療従事者が学校訪問をすることで子どもの行動の背景にある問題構造（子どもの特性
と周囲の対応の中でどのように問題が生成されているか等）を把握できることがあることも指摘され
ている（西村・鈴木, 2010）。

巡回相談では、学校内という集団の場での観察を行うため、普段の行動や対人交流の様子を把握す
ることができ、軽度の問題がある子どもの特徴もつかみやすい。また、教師から普段の子どもの様子
を伺うこともできる。そのため、わずかに神経発達症の傾向がある子どもにも気づきやすいという利
点がある。

2）軽度または境界級の子どもへの支援について伝えることができる
学校を巡回すると三十数人程度の規模のクラスの中に平均3－4人は神経発達症またはその傾向が

ある子どもがいることに気づく。この中には診断がつくか否かの判断が難しいレベルの子どもも含ま
れる。これ以外にも神経発達症の特性があるものの診断基準を充たさない子どもも多数いる。

教師が「子どもが学習に集中しないときに神経発達症による困難なのか、努力不足なのか迷う」と述
べることもある。実は、このように教師が悩んでいる子どもは神経発達症の特性を軽微ながら持ち合
わせており、神経発達症向けの対応を必要としていることがある。ところが、神経発達症の疑いがあ
る子どもを全て医療機関に紹介して診察につなげることは、その数の多さからも現実的ではない。学
校の中での対応で改善が見込める子どもは、医療機関等にはつながずに対応することになるであろ
う。しかし、それでは、医療機関からの意見をもらえないことになる。学校内には、このように神経発
達症特性が軽微ながらもあり、神経発達症向けの支援を必要としているにもかかわらず、医療につな
ぐまでではない子どもが多い。そこで、医療従事者が巡回相談の中で、そのような子どもの教育につ
いてコンサルテーションができれば、医療的な視点を支援に加えられるであろう。ここにも医療従事
者が巡回相談することの利点がある。

3）環境要因を把握し、その改善につなげられる
学校で子どもの行動の問題が起こっている場合、子どもの特性に対して教師の対応が適合していな

いこともある。また、同じクラスにいる他の子どもがちょっかいを出すことが当該児童の行動に影響
を与えていることもある。このような場合、子どもの特性の前に、教師の対応や他の子どもからのか
かわりという環境要因が問題となる。小林（2020）は、診察では子どもの学校生活で何が問題になって
いて、教師がどのように支援しているのかわからないため、結果として、限られた情報をもとに薬物治
療や環境調整等の治療方針を決めざるを得ない、と述べている。子どもに起こっている問題を的確に
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把握するためには行動、情動に影響を与えている環境要因を把握することが重要になる。一見、神経
発達症症状に見えるものが、教師の対応が子どもの特性に合っていないために生じていることもある
が、医療機関の中では、このような環境要因の問題は把握できず、その改善もできない。巡回相談で
は、教師のかかわりや他の子どものかかわりを観察できるため、環境要因を評価し、それが子どもの行
動や情動にどのように影響しているかを検討することができる。また、学校現場で環境要因である教
師に話をすることができるため、環境要因に直接働きかけることができる。これらは訪問支援でこそ
実現できることであると言える。

4）専門機関につながりにくい子どもの支援を提案できる
巡回相談をすると神経発達症があるにもかかわらず、保護者が持つ問題によって、医療機関につな

がっていない子どもが多いことに気づかされる。例えば、保護者に神経発達症や精神疾患等があり、
子どもを医療機関に連れて行くことができないことがある。不適切な養育が疑われる家庭の場合、保
護者が子どもを医療機関に連れて行かないこともある。そのような子どもは神経発達症と不適切な養
育の双方の問題を抱えていることがあり、実はよりきめ細かい支援が必要になることがある。しかし
ながら、保護者に理解してもらい、学校外の専門機関に連れて行ってもらうことは難しいため、専門機
関の支援は届かないことになる。このようなケースでは、巡回相談により、医療従事者が学校に出向
き、専門的な支援を教師に提案することができるため、学校の中にいる外部支援機関につながらない
潜在的な要支援児に、必要な支援を届ける役割を果たすことができる。

5）併存する精神疾患への対応の提案
学校にはうつ等の精神医学的問題がある子どもが多くいる （傳田, 2012）。発達症児は、思春期に近

づくと別の精神疾患を併発することがある。気分障害、不安症、統合失調症の早期兆候と思われる症
状を示している子ども等が相談に挙げられる。そして、その問題が、不登校、自傷、自殺未遂等の問題
とつながっていることもある。そのため、精神疾患への対応に関する知識も必要とされる。近年、特
別支援教育の推進に伴い、多くの教師が発達症に関する知識を持つようになったが、それに比べると
精神疾患の情報は浸透していないと思われる。巡回相談の中では、精神疾患への対応についても提案
することが多かったため、これも医療従事者・心理専門家がかかわることの利点と考えられる。

6）評価を実施し、結果を教師と共有できる
巡回相談では、子どもの特性把握のために、必要な検査を選択して実施し、その結果を解釈し保護者

や教師に伝えることがある。著者が巡回相談で用いることが多い検査を表2に挙げる。このような子
どもが示す様々な問題に対応した評価を適用することで、問題の実態や背景がより明確となることが
ある。普段、医療機関等で実施している多様な評価を相談時に実施し、その結果を保護者だけでなく
教師とも共有でき、支援に役立てることができることは巡回相談の利点と考える。
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表2　巡回相談でよく用いる検査

7）リハビリテーションで用いている支援技術を紹介できる
巡回相談では、教師から、子どもへの特別支援の具体的アドバイスを求められることが多い。これ

まで多かった相談はADHD児の多動・衝動性への対応やASD児の不適応への対応であった。このよ
うな相談があった場合、ADHDのペアレントトレーニングに沿ったアドバイス、ASD児のためのSST

（ソーシャルスキルトレーニング）等の技法に基づく支援を提案することが多かった。感覚の問題があ
る子どもには、感覚統合理論に基づく支援の提案が役立った。これらのように発達症児の治療に用い
ているリハビリテーション技術にもとづいた支援方法を教師に紹介することができたのは巡回相談の
利点と言える。

8）外部機関の対応方法（薬物治療、療育機関での対応）を提案できる
子どもの問題の特性によっては、学校以外での対応が必要と判断されることがあった。例えば、面

談した子どもが薬物治療の適用となる可能性があるために保護者に説明し、医療機関等を紹介したこ
とは多かった。また、医療機関等で実施しているリハビリテーション技法が有効と考えられることも
あった。このような場合、医療機関での対応を詳細に説明することで保護者の理解が得られることが
あるため、医療従事者が説明することの利点があると考えられる。



56

予防精神医学 Vol.7（1）2022

9）地域の社会資源を紹介できる
子どもの特性に応じて、医療だけでなく、福祉機関、親の会、NPOに紹介することがある。このよう

な社会資源を保護者に紹介できるのも学校外の専門家が巡回相談としてかかわることの利点と考えら
れた。

10）保護者に教育者とは異なる立場でかかわることができる
学校支援の現場では、子どもが医療機関で診察を受けたほうが良いことや、特別支援教育を受けた

ほうが良いことを、保護者に告げる必要性に迫られることがある。保護者の中には教師から医療機関
での診察や特別支援教育を受けることを提案されても、納得しないことがある。このような時に巡回
相談員が学校以外の専門家からの意見として伝えたことで納得してもらえることもあった。これも医
療従事者が巡回相談で関わったことの利点と考えられる。

また、相談に来られた保護者が発達症や精神疾患を有していることがある。その場合には特性に応
じた対応が必要となる。その際にも精神医学的または心理学的な視点が求められるため、巡回相談に
医療従事者等がかかわる利点があると考えられる。

Ⅱ．長崎大学子どもの心の医療・教育センターの取り組み
前述の取り組みとは別に、長崎大学では発達症児等への医療的支援を踏まえた支援ができる高度人

材を育成すること及び医療、教育、療育、保健、福祉、就労等を行う関係機関との連携を強化して、子ど
もの心のネットワークを構築することを目的に子どもの心の医療・教育センターを2016年に開設し
た。これによって、医療機関だけではなく、学校や地域で、できるだけ早期により多くの子どもの心の
支援が行われることにつながっているものと筆者は考えている以下に同センターの4つの取り組みに
ついて説明する。

（1） 医教共同教育プログラムの開発及び実施
教育学部と医学部保健学科、その他子どもの心の支援に興味がある学生が子どもの発達症や心の問

題について、共同で学ぶことができる科目を設置し、教育学部、医学部保健学科、長崎大学病院地域連
携児童思春期精神医学診療部の兼務教員による講義を行っている。

（2） 子どもの心の支援にかかわる高度人材育成プログラム
現役の教師、保育士、療育関係者が発達症等の基礎や支援を学ぶためのプログラムを配信している。

遠隔地の支援者が学べるようにeラーニングで自宅のパソコンで講義が受けられるシステムを運用し
ている。40コマ60時間のプログラム3コースが設けられており、長崎大学子どもの心の医療・教育セ
ンターの兼務教員に加え、全国の発達症の専門家に講義を依頼し、eラーニング配信用の授業コンテン
ツを作成した。受講者はそれらのコンテンツをネット上で視聴する形で受講する。受講者は、教師、
保育士、臨床心理士、公認心理師、作業療法士、言語聴覚士、その他療育関係者、保護者等で、様々な領
域の方である。

（3） 保育園、幼稚園、学校等への訪問支援
発達症や心の問題があり、精神科医療による対応が望まれる子どものいる学校等から依頼があった
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場合、県教育センターと連携し、訪問支援をする体制を整え、訪問支援を行っている。また、センター
職員が幼稚園に赴き幼稚園教諭のティーチャープログラム等のトレーニングを行ってきた。

（4）長崎県内の各地域における子どもの心の支援のネットワークの構築
長崎県の各地で子どもの心の支援のネットワークができることを目指し、各地域で様々な職種が集

まる形で研修会を実施した。

Ⅲ．学校、保育園等での支援を充実させることの重要性
著者らは、長崎県内の幼稚園902 園、認定こども園 2161 園、保育園が2352園を対象に発達症等の子

どもの比率について質問紙による調査を行った。幼稚園275 園（回収率 30.5%）、認定こども園998 園
（回収率 46.2%）、保育園1031 園（回収率 43.8%）から回答があり、表3の結果となった（長崎大学子ども
の心の医療・教育センター, 2018）。注目すべきは、「①発達症の診断あり」の子どもよりも「②発達症
の可能性あり（未診断）」の子どもの方が明らかに多い点である。また、その他に配慮が必要な子ども
が5%以上いることも示されている。この結果から、行動や対人関係、コミュニケーション等で何らか
の支援が必要なのに医療につながっていない子どもが多いことがわかる。

表3　幼稚園等における発達症等がある子どもの比率
（平成29年度「幼稚園の人材確保支援事業」結果報告書．2018）

「発達障害者支援に関する行政評価・監視結果に基づく勧告（総務省, 2017）」では専門的医療機関の
半数以上で初診待機日数が3ヶ月以上となっていること、最長10ヶ月の待機があることが示された。
そのため、医療機関で発達症の診断や専門的対応を受けることを前提とした支援は、開始まで時間が
かかることがわかる。そこで、学校や保育園等教師や保育士が子どもの行動、対人関係の問題に気付
いたら、その場でできる支援から行う必要があると考える。そのためには、教師、保育士が発達症や子
どもの心の問題について知識を持つこと、それらの支援についてのスキルを高めることが求められる
であろう。前述の長崎大学子どもの心の医療・教育センターのⅡ-（2）子どもの心の支援にかかわる高
度人材育成プログラムでは、教師や保育士が学校・保育園内等で子どもの理解と支援を高められるこ
とにつながり、Ⅱ-（3）訪問支援の取り組みは、学校や保育園等で教師や保育士が子どもに対応するた
めの支援を行うことになると考える。

今後、神経発達症の子どもへの支援は、学校、保育園、地域の中でも行われるべきであり、それを支
えるための専門家の取り組みが求められていると考える。

おわりに
著者が行っている巡回相談、長崎大学子どもの心の医療・教育センターでの取り組みについて述べ
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た。現在、精神医学の専門家が学校等に入って評価、介入をすることは、医療機関で行うものとは異な
る効果が得られるため、今後、このような取り組みに精神医学の専門家が参与できる方法を検討すべ
きと考える。
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